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成年後見の見直し 生活支援に重点を置いて

毎日新聞 2019年4月 19日 東京朝刊

認知症などで判断能力が弱くなつたお年寄りなどの権利擁護を担う成年後見制

度が大きく変わる。

最高裁判所は、後見人の業務について財産管理より生活支援を中心とした「身

上保護」に重点を置き、弁護士や司法書士などの専門職よりも「身近な親族を後

見人に選任することが望ましい」との考えを全国の家庭裁判所に示した。

認知症の人は 500万 人にも上るが、制度の利用者は知的障害者を含めても約
22万人に過ぎない。利用者がメリットを感じないためだ。

現在は専門職など親族以外の後見人が全体の約 7割を占める。利用者は経済状

況に応じて毎月 2万～ 3万円の利用料を取られる。ただ、信託銀行に財産を預

け、必要な時に家庭裁判所の許可を得て引き出す「後見制度支援信託」を利用す

る形での財産管理はできるようになつた。

後見人に必要とされるのは、利用者が福祉サービスや居住環境などに満足して

いるかをチェックし、どんな生活を望んでいるのかをくみ取つて、それを実現す

ることだ。「意思決定支援」や「身上保護」と言われる役割である。

厚生労働省の研究班が全国の知的障害者の施設を対象に調査したところ、被後

見人に面会に来る頻度が「ほぼ来ないJ「年 1～ 2回程度Jが換護士では

77%、 司法書士で 43%に 上った。これで身上保護などできるわけがない。し
かも、毎月の利用料を取り続けているのである。

最高裁は本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金

額にするよう全国の家裁に通知 した。当然である。

利用者をよく知る親族の方が身上保護に向いているとの判断は理解できる。た

だ、財産の流用などの不祥事が多いのも親族である。

このため、厚労省は親族後見を支える「中核機関」の設置を市町村に求めてい

る。まだ全体の 5%しか設置されていないが、弁護士などを配置し、後見業務の

研修を受けた「市民後見人」にも協力を求めて、親族を支える仕組みを作るべき

だ。

高齢者を狙った特殊詐欺事件や虐待は増え、権利擁護の必要性は高まつてい

る。生活支援を充実させ、利用者が真に必要と感じられる成年後見制度にしなく

てはならない。
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